
[bookmark: _Hlk203486049]料理人と連携した県産食材消費拡大緊急支援事業補助金実施要領

（趣旨）
第１条　令和８年度料理人と連携した県産食材消費拡大緊急支援事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項（以下「要項」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

（目的）
[bookmark: _Hlk224391275][bookmark: _Hlk224227272]第２条　本補助金の交付は、原油・原材料価格及び輸送費の高騰による影響を大きく受けている県内の農林畜水産事業者等を支援するため、県内の農林畜水産業者と料理人が連携したコンソーシアムが行う、県内外の「食」への関心が高い消費者等を対象とした食のイメージ向上と県産食材の消費拡大イベントの開催等の取組みを支援することにより、県産品の認知度向上やさらなる消費拡大を図ることを目的とする。

（定義）
第３条　本補助金における「コンソーシアム」とは、県内の農林畜水産業者や料理人、県観光連盟等が一体となり、県産食材の消費拡大に向けた取組みを行う組織で、次の要件を満たすものをいう。
（１）運営を行うための事務局を設置しており、かつ、組織及び運営についての規約を定め、事業実施及び会計手続きを適正に行うことができる体制を有していること。
（２）コンソーシアムの構成員は実施事業の内容に応じ、別表１の事業実施主体の欄の要件を満たすものとする。

（事業内容）
第４条　補助対象となる経費、事業実施主体、補助上限額は別表１のとおりとし、補助額は予算の範囲内とする。

（補助金の交付申請）
第５条　要項第６条第２項第1号の交付申請書に添付する事業計画書は、別記様式第１号によるものとする。

（補助事業の中止又は廃止）
第６条　規則第５条第１項第１号の規定により、補助事業の中止又は廃止の承認を受けようとするときは、承認申請書（別記様式第２号）を直ちに知事に提出しなければならない。


（補助金の変更交付申請）
第７条　要項第８条第２項の変更申請書に添付する事業変更計画書は、別記様式第１号を準用する。

（実績報告）
第８条　要項第１３条第２項の実績報告書に添付する事業実績書は、別記様式第１号を準用する。

（雑則）
第９条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　則
この要領は、令和８年（２０２６年）　　月　　日から施行する。


別表１（第３条、第４条関係）
	補助対象経費
	事業実施主体
	補助上限額

	
	[bookmark: _Hlk224391316]熊本県の農林畜水産物等の県産食材の消費拡大を図るため、イベント開催等、県内の農林畜水産者と料理人が連携した取組みに要する以下の経費

[bookmark: _Hlk224391369]（１）イベント企画・運営等に要する経費
　・企画作成、運営に係る経費　等
　・コンソーシアムでの会議等開催経費　等
・関係者との打合せに係る経費　等

（２）イベント開催等に要する経費
・農林畜水産業者、料理人等への対応に係る謝礼　等
・会場設営に係る、会場借上げ費、機材・設備・資材のレンタルタル費等の経費　等
・参加者の周知に係る広報等の経費　等
・旅費及びバス借上げ代等の経費　等
・メニュー開発等、イベント実施に必要な制作・準備費　　　
　等

（３）その他、事業に必要と認める業務に要する経費




	
コンソーシアム
（農林畜水産業者（農業協同組
合等の生産者が組織する団体を
含む）、県内の料理人、県観光連盟を必須の構成員とする）
	



	
定額
（上限8,249千円）



